
令和６年６月改訂
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67.6%
19.5%

出典：「都市部における認知症有病率と
　　　 認知症の生活機能障害への対応」
　　　　　　　　　 （H25.5 報告）を引用

12.9%

障がいが起こる病気です。
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　地域包括支援センターでは、松原市の委託を受け、主任ケアマネジャー、保健師、看護

師、社会福祉士などの福祉の専門職が、介護、福祉、健康、医療などの相談支援を行っ

ています。認知症の相談をすることも出来ます。

　かかりつけ医のいる人は、まずはかかりつけ医に相談し、必要であれば専門機関を紹介

してもらい、受診してください。

　市役所高齢介護課や、２ヶ所の地域包括支援センター、ケアマネジャーのいる居宅

介護支援事業所で相談できます。

★認知症サポート医　認知症や、その疑いのある人が、早期から地域の中で必要な

　医療や介護につながることができるよう、案内役やパイプ役を担う医師です。

（令和４年現在）、

高齢者 110 番のステッカーを

貼っている介護事業所や施設

では、気軽に相談に応じて

くれます。一人で抱え込まず

困ったら相談してください。

　医療・福祉・介護の専門職で構成するチーム員が

家庭を訪問し、相談を受け、松原市医師会の認知症

サポート医の協力のもと助言をしたり、適切な医療

や介護サービスが受けられるよう支援します。

松原市認知症初期集中支援チーム
（オレンジまつばら）

天美東7-103

松原市健康部　高齢介護課 松原市役所2階

たいらクリニック平良　高一
あさぬま内科・
循環器内科クリニック浅沼　舞
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認知症の高齢者が少人数で

共同生活しながら、食事・

入浴などの家庭的な雰囲気

の中で介護や支援、機能訓

練が受けられます。
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65 歳以上の人に楽しい

ひとときを過ごしていただ

くために、元希者カフェを

まつばらテラス ( 輝 ) などで

開催しています。

　認知症や障がいがあっ

ても、どなたでも自由に

参加できる集いの場として

市内で認知症カフェを開催

しています。

松原市健康部　高齢介護課　高齢支援係 松原市役所2階

身体障がい者で一人暮らし（昼間独居含む）、身体障がい者だけの世帯

※オプションサービスについては、お問い合わせ下さい。

　ボタンひとつで連絡できる緊急通報装置をレンタルします。

所得に応じて料金が必要です。また、親族などの協力員が原則２人（最低１人）必要です。

　相談ボタンを押すと２４時間医療相談などを受けることができます。

避難行動要支援者支援制度

一人暮らし高齢者や高齢者

のみの世帯、障がい者など

の緊急時に備え、緊急連絡

先や医療の情報などを書い

た様式を保存袋などに入れ、

自宅の冷蔵庫に保管できる

キットの普及を図っていま

す。

もしもカード
外出時に、カバンや財布、

手帳ケースなどに「もしも

カード」を入れ携帯すること

により、外出先での万一の

場合（もしも）に備えるもの

です。

　65 歳以上の人の介護予防

と生きがいづくり、社会参加

を目的とした事業です。

　ボランティア活動や介護予

防教室などへの参加、特定健

診などを受けるとポイントが

付与され、貯めたポイントに

応じた交付品（松原産の食品

やグッズなど）に交換するこ

とができます。

指定の福祉タクシー 1 乗車に

つき 500 円まで（要支援 2

以上）またはリフト付タクシー

1 乗車につき 1,400 円まで

（要介護 4・5） の助成券を

申請月から月 2 枚交付します。

補聴器購入費支援事業

　認知症やフレイルの予防のために聴力機能の低下により日常に支障がある50歳以上の

人に対し、補聴器１台分（片耳分）の購入に要する費用の一部を助成します。

・50歳以上の人

・聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない人

・両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上の人で医師が補聴器装用を必要と認めた人

※１人１回限り

支援額は、対象経費の１/２とし、上限額があります。

①生活保護世帯・市区町村民税非課税世帯は、25,000円

②市区町村民税課税世帯は、10,000円

　松原市内ではこれまでに

１万人以上の人がサポー

ターになっています。

　また、希望者にはステップアップのために

さらなる知識や必要に応じて手助けをする

ための講座を開催しています。
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在宅等の要介護高齢者に対

し、経済的負担軽減を目的

に月額 7,000 円の福祉金

を支給します。要介護 4・

5 の認定を受けてから在宅

生活が 3 ヶ月以上継続した

人が対象。

　障がいのある人などが、必要な配慮を書き込み常に身につけておくことで、緊急時や

災害時、日常生活の中で困ったときに、周囲の配慮や援助を受けやすくするカード

です。

ヘルプカード　

　障害者手帳所持者（身体、知的、精神）、難病患者、

障害福祉サービスの受給者など、日常生活や社会生活

において援助や配慮を必要としている人

配布場所　松原市障害福祉課、松原市総合福祉会館

※詳細は障害福祉課のホームページに掲載しています。

対象となる人

　けがや病気、旅行や一時帰宅、介護保険申請中など、一時的に

車いすが必要となった場合に、短期間の貸し出しをしています。

1 ヶ月以内 100 円、最長 3 ヶ月まで

（ただし、在庫がないときはお貸しできません）。

松原市福祉部　障害福祉課 337-3115
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松原市　市民生活部　産業振興課

（松原市健康部高齢介護課）

若年性認知症相談（第４火曜日　10:00〜12:00）

　４０歳以上の人が介護を必要とする場合、サービスを

利用する事ができます。
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松原市健康部　高齢介護課　高齢支援係 松原市役所2階

阿保1-1-1
松原市役所東別館3階
松原市社会福祉協議会内

松原市福祉部　福祉総務課　福祉係 松原市役所1階

任期は 3 年で、定年もあります。

原則毎月第１月曜日

　１３時 30 分から１５時

令和６年度４月現在

３階　介護予防室
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カフェでレクレーションのサポート

みんなでおしゃべりレクレーションのお手伝い

（P9 参照）になって、認知症への理解を深めよう。
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補聴器購入費支援事業


